
 

○射水市地域公共交通活性化協議会設置要綱 

平成３０年６月２６日 

告示第１６２号 

（設置） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９

号）第６条第１項の規定に基づく地域公共交通網形成計画（以下「網形成計

画」という。）の策定及び実施に関する協議並びに地域公共交通確保維持改

善事業費補助金交付要綱（平成２３年３月３０日付け国総計第９７号、国鉄

財第３６８号、国鉄業第１０２号、国自旅第２４０号、国海内第１４９号及

び国空環第１０３号）に基づく生活交通確保維持改善計画の策定及び実施に

関する協議を行うため、射水市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」

という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

 ⑴ 網形成計画の策定及び変更に関すること。 

 ⑵ 網形成計画の実施に関すること。 

 ⑶ 網形成計画に位置付けられた事業の実施に関すること。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。 

（協議会の組織及び委員の任期） 

第３条 協議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員（以下「委

員」という。）をもって組織する。 

 ⑴ 学識経験者 

 ⑵ 公共交通事業者 

 ⑶ 道路管理者 

 ⑷ 公安委員会が指名する者 

 ⑸ 市民又は利用者の代表者 

 ⑹ 市長の指名する職員 

 ⑺ 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

３ 委員の再任は、妨げない。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は委員が互選し、副会長は会長が指名する。 

３ 会長は、協議会の会議（以下「会議」という。）を進行する。 



 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 会議は、市長が招集する。 

２ 委員は、やむを得ない理由により会議を欠席する場合、代理の者を出席さ

せることができることとし、あらかじめ市長に代理の者の氏名等を報告する

ことにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。 

３ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正

かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合については、非

公開で行うものとする。 

４ 市長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出

させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

（協議結果の尊重義務） 

第６条 協議会で協議が調った事項について、委員はその協議結果を尊重しな

ければならない。 

（分科会） 

第７条 第２条各号に掲げる業務について専門的な調査及び検討を行うため、

必要に応じて協議会に分科会を置くことができる。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、市民生活部生活安全課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

（射水市公共交通検討協議会設置要綱の廃止） 

２ 射水市公共交通検討協議会設置要綱（平成２６年射水市告示第１６４号）

は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この告示の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第３条第２項の

規定にかかわらず、平成３２年３月３１日までとする。 


